
富里市民生委員児童委員協議会補助金交付要綱 

 

（平成１９年３月３０日告示第７２号） 

 

改正  平成２０年４月２３日告示第８７号  平成２２年１月２６日告示第１１号 

    平成２５年３月２５日告示第５３号  平成２８年３月３１日告示第７２号 

    平成３１年３月２９日告示第８４号  令和４年３月１８日告示第３４号 

    令和５年３月１４日告示第３０号 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、社会福祉の増進を目的として活動する富里市民生委員児

童委員協議会（以下「協議会」という。）に対し、委員の資質の向上及びそ

の活動の推進を図る事業に要する経費について、富里市補助金等交付規則（

平成１９年規則第１０号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと

する。 

（対象経費等） 

第２条 対象経費及び補助額は、別表のとおりとする。 

（交付の申請） 

第３条 協議会は、当該補助事業の着手日の翌日から起算して３０日以内に富

里市民生委員児童委員協議会補助金交付申請書（別記第１号様式）を市長に

提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければなら

ない。 

 （１） 事業計画書 

 （２） 収支予算書 

 （３） 前年度決算書 

 （４） その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第４条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等

を速やかに審査し、交付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付の申請に係

る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。 

（決定の通知） 

第５条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容

及びこれに条件を付した場合には、その条件を富里市民生委員児童委員協議



会補助金決定・却下通知書（別記第２号様式）により協議会に通知するもの

とする。 

 （補助事業の変更等） 

第６条 協議会は、補助金の交付決定後、補助事業の内容を変更し、又は中止

し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに富里市民生委員児童委員協

議会補助金変更・中止（廃止）承認申請書（別記第３号様式）を市長に提出

し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更で市長が認める

場合はこの限りではない。 

２ 市長は、前項による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等に 

より当該申請の内容を調査し、承認をすべきと認めたときは、当該申請につ 

いて承認するものとする。 

 第６条に次の一項を加える。 

３ 第５条の規定は、前項の規定による承認をした場合について準用する。 

（実績報告） 

第７条 協議会は、補助事業が完了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受

けたときは、その完了した日から３０日以内に補助事業の成果を記載した富

里市民生委員児童委員協議会事業実績報告書（別記第４号様式）に次に掲げ

る書類を添えて、市長に報告しなければならない。 

 （１） 収支決算書 

 （２） 事業報告書 

２ 補助金の交付の決定に係る会計年度が終了した場合も、前項と同様とする。 

（補助金の額の確定等） 

第８条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は、当該報告に係る書類の審査

等により、補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件

に適合するものであると認めたときは、交付すべき額を確定し、富里市民生

委員児童委員協議会補助金交付確定通知書（別記第５号様式）により、協議

会に通知するものとする。 

（請求手続） 

第９条 協議会は、交付の確定を受けた場合は、速やかに富里市民生委員児童

委員協議会補助金請求書（別記第６号様式）を市長に提出するものとする。 

（概算払の請求手続） 

第１０条 事業完了前に補助金を必要とする場合は、協議会は決定額の範囲内で

概算払の請求をすることができる。請求に当たっては、富里市民生委員児童

委員協議会補助金概算払請求書（別記第７号様式）を市長に提出するものと

する。 



（決定の取消し） 

第１１条 市長は、協議会が補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業

等に関し補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は

これに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は

一部を取り消すことができる。 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後

においても適用があるものとする。 

（補助金の返還） 

第１２条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の

当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を

定めて、その返還を命ずるものとする。 

２ 市長は、補助事業に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に

その額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を

命ずるものとする。 

３ 市長は、前２項の返還の請求に係る補助金で、やむを得ない事情があると

認めるときは、協議会の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令

の全部若しくは一部を取り消すことができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成１９年４月１日から施行する。 

（失効） 

２ この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

   附 則（平成２０年４月２３日告示第８７号） 

 この告示は、公示の日から施行し、改正後の富里市民生委員児童委員協議会

活動費補助金交付要綱の規定は、平成２０年度分の予算に係る補助金から適用

する。 

   附 則（平成２２年１月２６日告示第１１号） 

 この告示は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２５年３月２５日告示第５３号） 

 この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日告示第７２号） 

 この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成３１年３月２９日告示第８４号） 

 この告示は､平成３１年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正

規定は、公示の日から施行する。 



附 則（令和４年３月１８日告示第３４号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和５年３月１４日告示第３０号） 

この告示は、公示の日から施行する。ただし、第３４条の規定は、令和５年

４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

対象経費区分 補助率 限度額 

１  全国民生

委員互助共

励事業に関

するもの 

ア 会費 全額 ― 

２  千葉県民

生委員児童

委員協議会

に関するも

の 

ア 会費 全額 ― 

３  委員の研

修に関する

もの 

ア 講師謝礼 １／２ ７１，０００円 

イ 旅費 

ウ 施設使用料 

エ 需要費 

（ただし、食糧費につい

ては市長が認めたものに

限る。） 

オ 通信運搬費 

 



別記 

第１号様式（第３条関係） 

 年  月  日  

 

 富里市長         様 

 

  富里市民生委員児童委員協議会   

 会 長          ㊞  

 

 

富里市民生委員児童委員協議会補助金交付申請書 

 

 下記のとおり   年度富里市民生委員児童委員協議会補助金の交付を受け

たいので、富里市民生委員児童委員協議会補助金交付要綱第３条第１項の規定

により、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 補助金交付申請額               円 

  

２ 添付書類 

（１） 事業計画書  

（２） 収支予算書  

（３） 前年度決算書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第５条関係） 

 指令第      号  

年   月   日  

 

富里市民生委員児童委員協議会 

会 長           様 

 

 富里市長          印   

 

 

富里市民生委員児童委員協議会補助金交付決定通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった   年度富里市民生委員児童

委員協議会補助金については、富里市民生委員児童委員協議会補助金交付要綱

第５条の規定により、下記のとおり交付を決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 補助金交付決定額            円 

  

２ 交付の条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 概算払を受けようとする場合は、要綱第１０条の規定による富里市民生 

 委員児童委員協議会補助金概算払請求書を市長に提出してください。 

 



第３号様式（第６条関係） 

                         第          号  

                         年    月    日  

 

 富里市長         様 

 

  富里市民生委員児童委員協議会   

会 長          ㊞  

 

 

富里市民生委員児童委員協議会補助金変更・中止（廃止）承認申請書 

年  月  日付け指令第  号で交付決定を受けた   年度富里

市民生委員児童委員協議会補助金について、富里市民生委員児童委員協議会補

助金交付要綱第６条第１項の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

交付決定額                 円 

補助金等交付申請

額の変更 

 □ あり 

  （変更後の補助金申請額         円） 

 □ なし 

変更又は中止 

(廃止)の理由 
 

変更又は中止 

(廃止)の年月日 
 年     月     日 

注１ 変更の申請の場合は、変更後の事業計画の内容が確認できる書類を添付 

  すること。 

 ２ 中止の申請の場合は、交付申請時の事業計画の内容の進捗状況がわかる 

  書類を添付すること。 

 

 



第４号様式（第７条関係） 

 

 年  月  日  

 

 富里市長         様 

 

  富里市民生委員児童委員協議会   

会 長          ㊞  

 

 

富里市民生委員児童委員協議会事業実績報告書 

 

      年  月  日付け指令第  号で交付決定を受けた補助事業が完

了したので、富里市民生委員児童委員協議会補助金交付要綱第７条第１項の規

定により、関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１ 補助金交付決定額           円 

 

２ 補助事業の成果 

 

３ 補助事業の実績 

 

４ 補助事業の期間     年  月  日から  年  月  日まで 

 



第５号様式（第８条関係） 

 達第     号  

                     年  月  日  

 

富里市民生委員児童委員協議会 

会 長           様 

 

 富里市長          印   

 

 

富里市民生委員児童委員協議会補助金交付確定通知書 

 

     年  月  日付け指令第  号で交付決定を受けた   年度富

里市民生委員児童委員協議会補助金については、富里市民生委員児童委員協議

会補助金交付要綱第８条の規定により、下記のとおり交付額を確定したので通

知します。 

 

記 

 

補助金交付確定額           円 

 



第６号様式（第９条関係） 

 

 年  月  日  

 

 富里市長         様 

 

  富里市民生委員児童委員協議会   

会 長          ㊞  

 

 

富里市民生委員児童委員協議会補助金交付請求書  

 

     年  月  日付け達第  号で交付確定を受けた   年度富里 

市民生委員児童委員協議会補助金について、富里市民生委員児委員協議会補助 

金交付要綱第９条の規定により、下記のとおり請求します。 

 

記 

  

交付確定額 ①                       円 

既交付済額 ② 

     年   月   日        円 

     年   月   日        円 

           計          円 

交付請求額 

①－② 
                      円 

 

 【補助金の振込先】 

金融機関名  

口 座 種 別  

口 座 番 号  

（フリガナ） 

口座名義人 

 



第７号様式（第１０条関係） 

 

 年  月  日  

 

 富里市長         様 

 

  富里市民生委員児童委員協議会   

会 長          ㊞  

 

 

富里市民生委員児童委員協議会補助金概算払請求書  

 

     年  月  日付け指令第  号で交付決定を受けた   年度富 

里市民生委員児童委員協議会補助金について、富里市民生委員児委員協議会補

助金交付要綱第１０条の規定により、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

補助金交付決定額                円 

補助金の概算払を 

受けたい時期及び 

金額 

  年   月   日        円 

  年   月   日        円 

    計              円 

理      由               

 

【補助金の振込先】 

金融機関名  

口 座 種 別  

口 座 番 号  

（フリガナ） 

口座名義人 

 



 


